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ＮＰＯ法人はらまちクラブは、 

 

誰でも楽しむことができるスポーツや文化活動の

場面を提供し、そのクラブライフを通してますます

希薄になってきている 

人と人、家庭、学校、 

地域をつなぐ役割を果 

たし、スポーツ・文化 

の振興、青少年の健全 

育成、夢と感動のある 

笑顔あふれる元気なまちづくりを目指している団体

（特定非営利活動団体Non-Profit Organization）

です。 

 家庭は第１の居場所。学校・職場は第２の居場所。

それ以外のすべての活動の場を第３の居場所と考え、

わたしたちはその第３の居場所の創出に取り組んで

います。第３の居場所での笑顔と元気が、第１、第

２の居場所に波及すれば、地域力が回復し、ひいて

は地域教育力が向上すると確信しています。 

クラブミッションは、第３の居場所づくりのため

の一つの理念を掲げたものです。 

 

「スポーツ」という言葉は、 

ＤＩＳ（離れる）とＰＯＲＴ（港）が 

一つになって出来たものです。 

”港から離れる”という意味から 

「日常から離れる」ということを表しています。 

私たちＮＰＯ法人はらまちクラブは、 

スポーツとは、遊び、遊戯、競技など 

身体活動のみならず、日常生活を離れて行う 

一切の行動、気晴らしのための 

取り組みと考えています。  

クラブミッション
使 命

・・・～Ｃ・Ｓ・Ｃ～ 

（Ｃlub Ｓports Ｃonvenience） 

 
スポーツｄｅ 

Communication（コミュニケーション） 
～～  ヒヒトトとと人人、、人人とと地地域域、、人人とと未未来来のの接接点点  ～～  

 
 スポーツ社会の構造改革、 

いつでもどこでも誰でもスポ 

ーツ・文化活動を通じた様々 

なコミュニケーションの場の 

創設。 

 

スポーツｄｅ 

Solution（ソリューション） 

～～  地地 域域 力力 のの 回回 復復  ～～  

 

 生活習慣病改善、ストレス 

解消、運動不足解消などのあ 

らゆる問題解決の場の創設。 

 

 

スポーツｄｅ 

Creation（クリエーション） 

～～  ヒヒトト・・地地域域・・夢夢・・未未来来のの創創造造  ～～  

  

青少年の健全育成、スーパー 

体協、スーパー総合型の実現。 

笑顔あふれる元気な地域の創 

造。 

 

  

 

 

 



会員になるには．．． 

 

会員になるための特別な条件はありません。 

クラブ活動に積極的に参加できる方なら年 

齢、性別、個人・法人・団体を問いません。 

 

 

正正   会会   員員  （（総会決議権：有）  

・ＮＰＯ活動の企画・運営に積極的に参加する会員。 

・ＮＰＯ主催の各種イベントなどに特別料金で参加

可。 

 

ククララブブ会会員員  （（総会決議権：無）  

・ＮＰＯ主催の各種イベントなどに正会員同様特別

料金で参加する会員。 

 

賛賛 助助 会会 員員  （（総会決議権：無）  

・ＮＰＯ活動の趣旨を受け止め、法人活動せず後方

支援する会員。 

 
 

区  分 入会金 年 会 費 

個 人 10,000円 10,000円 
正 会 員 

法 人 20,000円 20,000円 

個  人：2,000円 個 人  
家  族：4,000円 
～29人：3,000円 

30～99人：6,000円 

ク ラ ブ 

会 員 
団 体  

100人～：20,000円 

賛 助 会 員 
個人 

・法人 
一口以上（一口 2,000円） 

役員一覧 

 

理 事 長 江 本 節 子   理  事 増 岡 篤 信 

副理事長 赤石澤啓雅   理  事 伏 見 俊 一 

常務理事 高 野 敏 雄   理  事 門馬眞一郎 

常務理事 小 林 清 利   理  事 太 田 光 秋 

常務理事 堀 川 直 人   理  事 新 道 譲 二 

監  事 鳥 居 美 光 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＮＰＯ法人はらまちクラブ定款（抜粋） 

 

（目 的） 

第３条 この法人は、原町市民及び隣接する地域

の人々に対して、スポーツ活動・文化活動の     

振興を図るとともに、社会参加促進する事業を

行い、公益の増進に寄与することを目的とする。 

 

（事 業） 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するた

め、次の事業を行う。 

 （１）特定非営利活動にかかる事業 

   ①スポーツスクール、スポーツサークル設置、

運営事業 

   ②健康体力相談事業 

   ③各種スポーツ、文化活動研修会の開催事業 

   ④各種スポーツ大会、スポーツ及び文化イベ

ントの開催事業 

   ⑤各種スポーツ大会、スポーツ及び文化イベ

ントの開催援助事業 

 ⑥各種スポーツおよび文化活動指導者の育成、

研修、人材登録に関する事業 

   ⑦施設管理の受託事業 

⑧視察研修の受け入れ事業 

   ⑨その他、この法人の目的達成のために必要

な事業 

（２）その他の事業 
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